
議案第１０２号  

 

 

指定管理者の指定について 

 

下記の施設について指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

244条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和２年１１月２４日提出 

霧島市長 中 重  真 一       

 

 

 

 

 

記 

 

１ 対象施設名  横川紫尾田活性化センター 

 

２ 指定管理者  霧島市横川町上ノ3755番地５ 

紫尾田自治会 

 

３ 指定の期間  令和３年４月１日から令和８年３月31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の２第６項の規定により、

指定管理者に管理を行わせようとする施設の名称、指定管理者となる団体の名称及び指定

の期間について、議会の議決を求めるものである。 



【指定議案説明資料】 

１ 横川紫尾田活性化センターの概要 

⑴ 施 設 名  横川紫尾田活性化センター 

⑵ 位 置  霧島市横川町上ノ3755番地５ 

⑶ 建 築 年 度  平成11年度 

⑷ 構造・面積  木造平屋建て 延床面積 125㎡ 

⑸ 設 置 目 的  地域住民の交流を促進し連帯感を深め、地域の農業農村の活性化を

図るため、中山間地域総合整備事業により設置 

⑹ 年間利用者数  1,288人（令和元年度実績） 

⑺ 年間利用料金  0円（令和元年度実績） 

 

２ 指定管理者の概要 

⑴ 団体の名称、代表者及び所在 

名   称  紫尾田自治会 

代 表 者  紫尾田自治会長 

所   在  霧島市横川町上ノ3755番地５ 

⑵ 組織 

設立年月日  平成12年４月１日 

会 員 数  43世帯 

 

３ 指定管理の方法等 

⑴ 指定管理の方法 直接指定 

⑵ 直接指定をする理由 

当該活性化センターは、地域に根ざした施設であり、当該地域の住民により構成さ

れる紫尾田自治会が管理運営を行うことにより、施設の効用が最大限に発揮されると

ともに管理経費の縮減も図られることなどを踏まえ、同自治会が指定管理候補者とし

て適当であると認められたところである。 


